
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

◎
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
申
請
）

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
申
請
）

第
九
条
の
二

（
略
）

第
九
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
の
う
ち
同
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号

（
新
設
）

、
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
資
産
に
関
す
る
調
書
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も

の
の
様
式
は
、
様
式
第
六
号
の
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４
～
７

（
略
）

３
～
６

（
略
）

（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
申
請
）

（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条
の
四

（
略
）

第
十
条
の
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項

、
第
十

５

都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項

、
第
十

四
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十
四
条
の
五

四
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十
四
条
の
五

第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許

第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
（
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
受
け
た
許
可
で
あ
つ
て
、
当
該
許
可
の
日
か

可
（
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
受
け
た
許
可
で
あ
つ
て
、
当
該
許
可
の
日
か

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
（
第
九
条
の
二
第
六
項
（
第
十
条
の
九
第

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
（
第
九
条
の
二
第
五
項
（
第
十
条
の
九
第

二
項
、
第
十
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

二
項
、
第
十
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す



る
場
合
を
含
む
。
）
、
こ
の
項
（
第
十
条
の
九
第
三
項
、
第
十
条
の
十
六
第
二
項

る
場
合
を
含
む
。
）
、
こ
の
項
（
第
十
条
の
九
第
三
項
、
第
十
条
の
十
六
第
二
項

及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十

及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十

一
条
第
八
項
（
第
十
二
条
の
九
第
四
項
、
第
十
二
条
の
十
一
の
十
二
第
三
項
、
第

一
条
第
八
項
（
第
十
二
条
の
九
第
四
項
、
第
十
二
条
の
十
一
の
十
二
第
三
項
、
第

十
二
条
の
十
一
の
十
三
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

十
二
条
の
十
一
の
十
三
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
別
に
受
け
た
許
可
に
係
る
許
可
証
を
提
出
し

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
別
に
受
け
た
許
可
に
係
る
許
可
証
を
提
出
し

て
受
け
た
許
可
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
第
二
項
の
規

て
受
け
た
許
可
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
第
九
条
の
二
第
二
項
第

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
第
九
条
の
二
第
二
項
第

九
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
に
代
え
て
、
当
該
許

九
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
に
代
え
て
、
当
該
許

可
に
係
る
許
可
証
（
許
可
の
更
新
の
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
に
係

可
に
係
る
許
可
証
（
許
可
の
更
新
の
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
も
の
を
除
く
。
）
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
事
業
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
事
業
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条
の
九

（
略
）

第
十
条
の
九

（
略
）

２

第
九
条
の
二
第
二
項
（
第
十
五
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
か
ら
第
七
項
ま
で

２

第
九
条
の
二
第
二
項
（
第
十
五
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
か
ら
第
六
項
ま
で

の
規
定
は
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に

の
規
定
は
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
事
業
計
画

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
事
業
計
画

」
と
あ
る
の
は
「
変
更
後
の
事
業
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五

」
と
あ
る
の
は
「
変
更
後
の
事
業
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五

号
中
「
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
業
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
次
条

号
中
「
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
業
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
次
条

各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
三
各
号
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
（
申
請
者
が

各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
三
各
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
（
申
請
者
が

令
第
六
条
の
九
第
二
号

に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
法
第
十
四
条
第
二

令
第
六
条
の
九
第
二
号

に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
法
第
十
四
条
第
二

項
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
二

項
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
二

事
業
年
度
）
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
こ
の
項

事
業
年
度
）
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
こ
の
項



」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
二
第
六
項
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
許
可
の
更
新
を

」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
二
第
五
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
許
可
の
更
新
を

申
請
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

申
請
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
業
に
係
る
変
更
の
届
出
等
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
業
に
係
る
変
更
の
届
出
等
）

第
十
条
の
十

（
略
）

第
十
条
の
十

（
略
）

２

法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定

２

法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
廃
止
又
は
変
更
の
届
出
は
、
当
該
廃
止
又
は
変
更
の
日
か
ら
十
日
（
法
人

に
よ
る
廃
止
又
は
変
更
の
届
出
は
、
当
該
廃
止
又
は
変
更
の
日
か
ら
十
日
以
内
に

で
次
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
べ
き
場

、
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す

合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
）
以
内
に
、
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府

る
。

県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
変
更
に
係
る
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る

３

前
項
の
変
更
に
係
る
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
は
、
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
は
、
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で

に
掲
げ
る
者
（
当
該
変
更
に
係
る
者
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
写
し
並
び
に
成
年

に
掲
げ
る
者
（
当
該
変
更
に
係
る
者
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
写
し
並
び
に
成
年

被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
登
記
事
項
証
明
書
（
同
号
イ
に
掲

被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
登
記
事
項
証
明
書
（
同
号
イ
に
掲

げ
る
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
役

げ
る
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
役

員
の
住
民
票
の
写
し
並
び
に
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の

員
の
住
民
票
の
写
し
並
び
に
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の

登
記
事
項
証
明
書
。
同
号
ハ
に
掲
げ
る
株
主
又
は
出
資
を
し
て
い
る
者
が
法
人
で

登
記
事
項
証
明
書
。
同
号
ハ
に
掲
げ
る
株
主
又
は
出
資
を
し
て
い
る
者
が
法
人
で

あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
登
記
事
項
証
明

あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

書
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
限
る
。
）

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）



（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
申
請
）

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条
の
十
二

（
略
）

第
十
条
の
十
二

（
略
）

２

第
九
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
書
に
つ
い
て

２

第
九
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
書
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
十
五
号
中
「
令
第
六
条
の
九

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
十
五
号
中
「
令
第
六
条
の
九

第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
六
条
の
十
三
第
二
号
」
と
、
「
法
第
十
四
条
第
二

第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
六
条
の
十
三
第
二
号
」
と
、
「
法
第
十
四
条
第
二

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
四
第
二
項

」
と
、
「
次
条
第
一
号
」
と
あ
る

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
四
第
二
項

」
と
、
「
次
条
第
一
号
」
と
あ
る

の
は
「
第
十
条
の
十
二
の
二
第
一
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
次
条
各
号
」
と
あ

の
は
「
第
十
条
の
十
二
の
二
第
一
号
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
次
条
各
号
」
と
あ

る
の
は
「
第
十
条
の
十
二
の
二
各
号
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
令
第
六
条
の
九
第

る
の
は
「
第
十
条
の
十
二
の
二
各
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
令
第
六
条
の
九
第

二
号
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
六
条
の
十
三
第
二
号
」
と
、
「
法
第
十
四
条
第
二
項

二
号
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
六
条
の
十
三
第
二
号
」
と
、
「
法
第
十
四
条
第
二
項

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
四
第
二
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
こ
の
項
」

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
四
第
二
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
こ
の
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
二
第
六
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
二
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
事
業
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
事
業
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条
の
二
十
二

（
略
）

第
十
条
の
二
十
二

（
略
）

２

第
九
条
の
二
第
二
項
（
第
十
五
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
か
ら
第
七
項
ま
で

２

第
九
条
の
二
第
二
項
（
第
十
五
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
か
ら
第
六
項
ま
で

の
規
定
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可

の
規
定
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可

の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「

の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「

事
業
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
後
の
事
業
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
、
第
四
号

事
業
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
後
の
事
業
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
、
第
四
号

及
び
第
五
号
中
「
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
業
」
と
、
同
条
第
四
項

及
び
第
五
号
中
「
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
業
」
と
、
同
条
第
三
項

中
「
次
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
十
二
の
二
各
号
」
と
、
同
条
第
五
項

中
「
次
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
十
二
の
二
各
号
」
と
、
同
条
第
四
項

中
「
（
申
請
者
が
令
第
六
条
の
九
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て

中
「
（
申
請
者
が
令
第
六
条
の
九
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て



法
第
十
四
条
第
二
項
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

法
第
十
四
条
第
二
項
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
直
前
の
二
事
業
年
度
）
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
」
と
、
同
条
第

て
は
、
直
前
の
二
事
業
年
度
）
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
」
と
、
同
条
第

六
項
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
二
第
六
項
」
と
、
同
条
第
七
項
中

五
項
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
二
第
五
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中

「
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の

「
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
業
に
係
る
変
更
の
届
出
等
）

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
業
に
係
る
変
更
の
届
出
等
）

第
十
条
の
二
十
三

（
略
）

第
十
条
の
二
十
三

（
略
）

２

法
第
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定

２

法
第
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
廃
止
又
は
変
更
の
届
出
は
、
当
該
廃
止
又
は
変
更
の
日
か
ら
十
日
（
法
人

に
よ
る
廃
止
又
は
変
更
の
届
出
は
、
当
該
廃
止
又
は
変
更
の
日
か
ら
十
日
以
内
に

で
次
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
べ
き
場

、
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す

合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
）
以
内
に
、
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府

る
。

県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
変
更
に
係
る
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る

３

前
項
の
変
更
に
係
る
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
は
、
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
は
、
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で

に
掲
げ
る
者
（
当
該
変
更
に
係
る
者
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
写
し
並
び
に
成
年

に
掲
げ
る
者
（
当
該
変
更
に
係
る
者
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
写
し
並
び
に
成
年

被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
登
記
事
項
証
明
書
（
同
号
イ
に
掲

被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
登
記
事
項
証
明
書
（
同
号
イ
に
掲

げ
る
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
役

げ
る
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
役

員
の
住
民
票
の
写
し
並
び
に
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の

員
の
住
民
票
の
写
し
並
び
に
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の

登
記
事
項
証
明
書
。
同
号
ハ
に
掲
げ
る
株
主
又
は
出
資
し
て
い
る
者
が
法
人
で
あ

登
記
事
項
証
明
書
。
同
号
ハ
に
掲
げ
る
株
主
又
は
出
資
し
て
い
る
者
が
法
人
で
あ



る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
登
記
事
項
証
明
書

る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
限
る
。
）

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十

８

都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項

、
第
十

四
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十
四
条
の
五

四
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十
四
条
の
五

第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許

第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
（
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
受
け
た
許
可
で
あ
つ
て
、
当
該
許
可
の
日
か

可
（
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
受
け
た
許
可
で
あ
つ
て
、
当
該
許
可
の
日
か

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
（
第
九
条
の
二
第
六
項
（
第
十
条
の
九
第

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
（
第
九
条
の
二
第
五
項
（
第
十
条
の
九
第

二
項
、
第
十
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

二
項
、
第
十
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
条
の
四
第
五
項
（
第
十
条
の
九
第
三
項
、
第
十
条
の

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
条
の
四
第
五
項
（
第
十
条
の
九
第
三
項
、
第
十
条
の

十
六
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

十
六
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
及
び
こ
の
項
（
第
十
二
条
の
九
第
四
項
、
第
十
二
条
の
十
一
の
十
二
第
三
項
、

）
及
び
こ
の
項
（
第
十
二
条
の
九
第
四
項
、
第
十
二
条
の
十
一
の
十
二
第
三
項
、

第
十
二
条
の
十
一
の
十
三
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用

第
十
二
条
の
十
一
の
十
三
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
別
に
受
け
た
許
可
に
係
る
許
可
証
を
提
出

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
別
に
受
け
た
許
可
に
係
る
許
可
証
を
提
出

し
て
受
け
た
許
可
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
第
六
項
の

し
て
受
け
た
許
可
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
第
六
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
全
部

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
全
部

又
は
一
部
に
代
え
て
、
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

又
は
一
部
に
代
え
て
、
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

。

。



（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
軽
微
な
変
更
等
の
届
出
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
軽
微
な
変
更
等
の
届
出
）

第
十
二
条
の
十
の
二

法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九

第
十
二
条
の
十
の
二

法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十

三
号
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

三
号
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る

。

。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

前
条
第
六
号
に
規
定
す
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
は
、
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で

四

前
条
第
六
号
に
規
定
す
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
は
、
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で

に
掲
げ
る
者
（
当
該
変
更
に
係
る
者
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
写
し
並
び
に
成

に
掲
げ
る
者
（
当
該
変
更
に
係
る
者
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
写
し
並
び
に
成
年

年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
登
記
事
項
証
明
書
（
同
号
イ
に

被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
登
記
事
項
証
明
書
（
同
号
イ
に
掲

掲
げ
る
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に

げ
る
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
役

役
員
の
住
民
票
の
写
し
並
び
に
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨

員
の
住
民
票
の
写
し
並
び
に
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の

の
登
記
事
項
証
明
書
。
同
号
ハ
に
掲
げ
る
株
主
又
は
出
資
を
し
て
い
る
者
が
法
人

登
記
事
項
証
明
書
。
同
号
ハ
に
掲
げ
る
株
主
又
は
出
資
を
し
て
い
る
者
が
法
人
で

で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
登
記
事
項
証

あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

明
書
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
限
る
。
）

様
式
第
六
号
の
二
（
第
九
条
の
二
関
係
）














